
 

水産流通適正化制度検討会議 

（第１回） 

 

日時：令和３年５月 17日（月） 

13 時 00分～15 時 00 分 

   場所：水産庁中央会議室（８Ｆ） 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会   

 

２．挨  拶        山口 英彰  水産庁長官 

        

３．議  事 

 （１）開催要領等について 

（２）座長の選任について 

（３）座長代理の指名について 

（４）水産流通適正化制度について 

① 水産流通適正化制度の概要説明 

② 特定第一種水産動植物の指定基準について 

 （５）意見交換 

 （６）その他 

 

４．閉  会 

 

 



【委員】

所属・役職 出欠

1 一般社団法人 全国水産卸協会 会長 出席

2 WWFジャパン気候エネルギー・海洋水産室 リモート

3 株式会社SJC　常務取締役 リモート

4 留萌地区漁協青年部連絡協議会　会長 リモート

5 有限会社与助丸商店　代表取締役 出席

6 北海道漁業協同組合連合会　代表理事副会長 リモート

7 品川水産株式会社　代表取締役 出席

8 全国水産加工業協同組合連合会　代表理事専務 リモート

9 大日本水産会　常務 出席

10 山口県庁水産振興課　課長 リモート

11 株式会社シーフードレガシー　代表取締役 出席

12 北海学園大学　教授 出席

13 北海道庁水産経営課　水産食品担当課長 リモート

14 マルハニチロ（株）水産商事ユニット水産第二部　副部長兼特種課長 出席

15 全国漁業協同組合連合会　常務理事 リモート

16 全国水産物卸組合連合会　常任理事 出席

17 （株）イトーヨーカ堂鮮魚部マーチャンダイザー リモート

【行政】

水産庁長官 出席

水産庁漁政部長 出席

水産庁加工流通課長 出席

水産庁加工流通課調査官 出席

水産庁栽培養殖課長 出席櫻井　政和

水産流通適正化制度検討会議（第１回）　出席者名簿

氏名

長岡　英典

菊池　元宏

網野　裕美

植松　周平

大友　俊一

小笠原　宏一

品川　佳之

小川　伸二

竹葉　有記

天野　正治

永濵　享

濱田　武士

星　圭一

中村　圭吾

山口　英彰

倉重　泰彦

三浦　秀樹

藤田　瑞代

山崎　康弘

花岡　和佳男

湯山　一樹



 

「水産流通適正化制度検討会議」開催要領（案） 

 

令和３年５月 

 

１ 趣旨 

 特定の水産動植物については、漁業者以外による違法漁獲の増加や、水産資源の減少

などの問題が深刻化している。また、国際的にＩＵＵ漁業の撲滅についての関心が高ま

っており、水産物の輸入大国である我が国が国際的な責任を果たす必要がある。 

こうした状況を踏まえ、令和元年９月から「漁獲証明制度に関する検討会」を設置し、

違法に採捕された水産動植物の流通防止策について検討した結果、昨年１０月に特定水

産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（以下「法」という。）を国会に提出し、

同年１２月に成立・公布されたところである。 

同法は、特定第一種水産動植物及び特定第二種水産動植物の指定基準や対象魚種など

制度の詳細を政省令に委ねており、その内容について速やかに検討する必要がある。 

検討に当たっては、リスクベースと実行可能性の両方の観点から制度の内容を議論す

ることが重要であり、幅広い関係者に参画いただき、「水産流通適正化制度検討会議」（以

下「検討会議」という。）を開催することとする。 

 

２ 構成 

（１）検討会議は、別紙に掲げる委員をもって構成する。委員の出席が困難な場合は、代

理出席を認めるものとする。 

（２）検討会議には、座長及び座長代理を置く。 

（３）座長は委員の互選により選任する。座長代理は、委員の中から座長が指名するもの

とする。 

（４）座長は、検討会議の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座長

に事故があるときはその職務を代理する。 

（５）検討会議は、必要に応じ、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができ

る。 

 

３ 運営 

（１）検討会議は非公開とする。 

（２）検討会議の議事要旨及び資料は、意見交換会終了後、委員の了解を得た上で 

ホームページにより公表する。 

 

４ その他 

（１）検討会議の事務局は、水産庁漁政部加工流通課において行う。 

（２）この要領に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は、座長が定める。 

 

 

資料１ 



 

水産流通適正化制度検討会議 委員名簿 

 

氏名 所属・役職 

網野 裕美 一般社団法人 全国水産卸協会 会長 

植松 周平 ＷＷＦジャパン気候エネルギー・海洋水産室 

大友 俊一 株式会社 ＳＪＣ 常務取締役 

小笠原 宏一 留萌地区漁協青年部連絡協議会 会長 

小川 伸二 有限会社与助丸商店 代表取締役 

菊池 元宏 北海道漁業協同組合連合会 代表理事副会長 

品川 佳之 品川水産株式会社 代表取締役 

竹葉 有記 全国水産加工業協同組合連合会 代表理事専務 

長岡 英典 大日本水産会 常務 

中村 圭吾 山口県庁水産振興課 課長 

花岡 和佳男 株式会社シーフードレガシー 代表取締役 

濱田 武士 北海学園大学 教授 

藤田 瑞代 北海道庁水産経営課 水産食品担当課長 

星 圭一 
マルハニチロ（株）水産商事ユニット水産第二部 

副部長兼特種課長 

三浦 秀樹 全国漁業協同組合連合会 常務理事 

山崎 康弘 全国水産物卸組合連合会 常任理事 

湯山 一樹 （株）イトーヨーカ堂鮮魚部マーチャンダイザー 

（別紙） 



今後のスケジュールについて 

  

○５月１７日 第１回検討会 

・ 水産流通適正化制度の説明 

・ 特定第一種水産動植物の指定基準について 

○６月上中旬 第２回検討会 

・ 漁獲番号、荷口番号の考え方 

・ 電子化の検討 

○６月下旬 第３回検討会 

・ 特定第二種水産動植物の指定基準について 

○７月頃  第４回検討会 

 ・ 全体整理 

○９月～１０月 パブリックコメント、ＴＢＴ通報の実施 

○１１月 水産政策審議会への諮問・答申 

○１２月 政省令の公布 

 

資料２ 



0

水産流通適正化法について

水産庁加工流通課

資料３
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漁業関係法令に関する検挙件数の推移

資料：都道府県調べ（平成30年１月～12月において、都道府県、海上保安庁、警察による検挙の件数である。）

（件）
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〇 漁業者による密漁が減少したが非漁業者による密漁が増加しているため、密漁件数全体では増加傾向。
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非漁業者の検挙件数及びなまこ・あわびの漁獲量の推移

○ 非漁業者の検挙件数及びなまこ・あわびの漁獲量の推移（海面）

10300t

6500t

2200t

800t

○ 近年、複数人による潜水器を用いた夜間操業や探照灯の照射など、違法漁獲が悪質・巧妙化。
○ 非漁業者の検挙件数が近年増加する一方で、なまこ・あわびの漁獲量が大幅に減少。
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漁業権の対象となる水産動植物（例：サザエ、イセエビ等）を権限なく採捕した者に対して適用されます。
【改正前】20万円以下の罰金
【改正後】100万円以下の罰金

改正漁業法での罰則の強化

【罰 則】 ３年以下の懲役 又は 3,000万円以下の罰金
【対象行為】 許可、漁業権等に基づかずに特定水産動植物を採捕

【罰 則】 ３年以下の懲役 又は 3,000万円以下の罰金
【対象行為】 密漁した特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん

許可を受けずに許可対象となる漁業（例：潜水器漁業、底びき網漁業等）を営んだ者に対して適用されます。
【改正前】３年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金
【改正後】３年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金

漁業権侵害の罪について罰則を引上げ

無許可操業等の罪について罰則を引上げ

密漁品流通の罪を新設

特定水産動植物の採捕禁止違反の罪を新設

アワビ、ナマコ、シラスウナギ
を特定水産動植物に指定

〇 平成30年の漁業法改正において、大幅に罰則を強化。
〇 特定水産動植物の採捕禁止違反の罪、密漁品流通の罪（罰則は３年以下の懲役又は3,000万円以
下の罰金）を新設。

〇 無許可操業等の罪、漁業権侵害の罪などの罰則を引上げ、全体として罰則を強化。
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国際社会でのIUU漁業撲滅に向けた流れ

○ ＦＡＯ（国連食糧農業機関）は、2001年にＩＵＵ漁業対策の考え方を取りまとめた「国際行動計画」を発表。

○ 我が国は、「国際行動計画」上の取組について、全て実施済み。

○ FAOは、2017年に「漁獲証明制度のための自主的ガイドライン」を策定。

（※ ＩＵＵ： Illegal fishing（違法漁業）、Unreported fishing（無報告漁業）、Unregulated fishing（無規制漁業））

14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベ
ルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制（IUU）漁業及び破
壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。

SDGs（持続可能な開発目標）(2015年９月)

環境
40. 違法・無報告・無規制(IUU)漁業は、世界の多くの地域において、引き続き海洋の持続可能性にとって深刻な脅威
となっているため、我々は、海洋資源の持続的な利用を確保し、生物多様性を含め、海洋環境を保全するために、IUU
漁業に対処する重要性を認識しIUU漁業を終わらせるという我々のコミットメントを再確認する。

G20 大阪首脳宣言（2019年６月28日・29日)

また、昨今の国際的な動向として、
下記のようなＩＵＵ漁業撲滅に向けた目標設定が行われている。
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水産物流通に係る課題

国内流通に係る課題

〇 水産物については、一度流通すると、適法に漁獲されたものと違法に漁獲されたものと
の判別が困難。

〇 流通過程での違法漁獲物の混入を放置すれば、更なる違法漁業が助長されるとともに、
水産資源の持続的利用に悪影響を及ぼし、適正な漁業者等の経営が圧迫される。

輸入に係る課題

〇 国際社会においてＩＵＵ漁業撲滅の実行が求められており、世界有数の水産物輸入大
国である我が国においても、既に対策を講じているEUや米国同様、適正な輸入を担保す
る措置を講じる必要がある。
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水産物流通に係る対策

○ 適法な漁獲物であることを識別できるようにすることが必要。

○ 万が一違法漁獲物が流通していることが確認された場合には、流通を追跡できる

ようにすることが必要。

○ 輸出が違法漁獲物流通の抜け道とならぬよう、違法漁獲物の国外流出を防ぐ措置を

講じることが必要。

○ ＩＵＵ漁業対策に寄与するため、ＩＵＵ漁業に起因する漁獲物の国内流入を防ぐ措置を

講じることが必要。

国内流通の混入防止

IUU漁獲物の流入防止
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水産流通適正化制度の概要①

特定第二種水産動植物等に係る制度スキーム特定第一種水産動植物等に係る制度スキーム

※ 届出義務、伝達義務、取引記録義務、輸出入時の証明書添付義務等に違反した場合は罰則あり。

届
出

農林水産省（都道府県が一部業務を担当）

輸
出
業
者

届
出

通知
(届出番号)

取扱事業者

一次買受業者
加工・流通業者
販売業者 ※ 等

消
費
者
等

※ 小売店、飲食店については
届出義務は対象外。

漁業者又は
漁業者が所属
する団体

外国

国内流通

税関による
書類確認

輸入業者等

海外事業者

証明書の添付

証明書の発行

外国の政府機関等

日本

適法に採捕された
ことを示す証明書

適法に採捕された
ことを示す証明書

必要書類の
提出・申請

漁獲番号を含む取引記録を作成・保存す
るとともに、その一部を事業者間で伝達。

適法漁獲等
証明書発行

○ 国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種（特定第一種水産動植物）について、①
漁業者等による行政機関への届出、②漁獲番号等の伝達、③取引記録の作成・保存、④輸出時に国が発行
する適法漁獲等証明書の添付を義務付ける。

○ 国際的にIUU漁業のおそれが大きい魚種（特定第二種水産動植物）等については、輸入時に外国の政府機
関等発行の証明書等の添付を義務付ける。
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水産流通適正化制度の概要②

輸入の規制
特定第二種水産動植物（国際的にIUU漁業のおそれの大きい魚種）等については、適法に漁獲されたことを示す外国

の政府機関等発行の証明書等を添付してあるものでなければ、輸入してはならないこととする。

Ⅱ ＩＵＵ漁獲物の流入防止のための輸入の規制

（４）輸出の規制
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等につき、適法に採捕されたことを示す国が発行する

適法漁獲等証明書を添付してあるものでなければ、輸出してはならないこととする。

（３）取引記録の作成・保存
特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等の譲受け又は譲渡しをしたときは、名称、重量又

は数量、年月日、相手方の氏名、漁獲番号等の事項に関する取引記録を作成・保存しなければならないこととする。（取扱
事業者も（１）と同様に届出を行う。）

（２）情報の伝達

届出採捕者、一次買受業者、流通業者、加工業者等（特定第一種水産動植物等取扱事業者）は、名称、漁獲番号等の

情報について事業者間で伝達しなければならないこととする。

Ⅰ 国内における違法漁獲物の流通防止のための規制
（１）漁業者等の届出

特定第一種水産動植物（国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種）の採捕の事業を行う者又
はその者が所属する団体であって、当該特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの（届出採捕者）は、
当該採捕の事業が適法に行われるものである旨を行政機関に対し届け出なければならないこととするとともに、届出の際
に通知される番号を含む漁獲番号を伝達の上、譲渡しを行うこととする。 （第３条第１項・第２項）

（第６条・第８条）

（第11条）

（第10条第１項）

（第４条・第５条）

「公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日」とする。
（ ※ 漁業者等の届出に関しては、施行日前（６ヵ月前）から、事前の届出を可能とする。）

Ⅲ 施行期日

施行までの期間において、伝達義務や取引記録義務に係る電子化に向けたシステムの開発など、現
場での円滑な制度運用に向けた支援を講ずることを検討する。

その他



9

特定第一種・第二種水産動植物等の取扱事業者に係る義務について

漁業者等

加工業者
流通業者
輸入業者

輸出事業者

譲り渡す時

届出
（施行日６か月前～）

届出
（施行後１か月以内）

①漁獲番号の伝達
※ 伝票等に記載することでも可

②取引記録の作成・保存
※ 国内消費者へ譲り渡した場合、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存は不要

①漁獲番号の伝達
※ 伝票等に記載することでも可

②取引記録の作成・保存
※ 国内消費者へ譲り渡した場合、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存は不要

輸出する時

○適法漁獲等証明書の申請・添付

譲り渡す時

小売事業者
飲食店 ○購入記録の作成・保存

※ 国内消費者へ譲り渡した場合、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存は不要

譲り受ける時

届出は不要

法施行後

届出
（施行後１か月以内）

※ 施行日以後、新たに事業を開
始する者については、２週間以

内に届出が必要

特定第二種
水産動植物
輸入事業者

届出は不要

輸入する時

○外国の政府機関等が発行する証明書等
の添付

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
取
扱
事
業
者

参考１

○購入記録の作成・保存
※ 国内消費者へ譲り渡した場合、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存は不要

譲り受ける時

○購入記録の作成・保存
※ 国内消費者へ譲り渡した場合、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保存は不要

譲り受ける時
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漁業者・漁協や１次買受業者の対応について

漁獲番号等の伝達義務
※ 伝票等に記載することでも可

参考１－１

漁業者・漁協 １次買受業者

届出

番号通知
届出

農林水産省（都道府県へ一部の権限を委任）

取引記録の
作成・保存義務

取引記録の
作成・保存義務

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/37-S-002-K.jpg
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/99-S-387.jpg
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１次買受業者や加工・流通・輸入業者の対応参考１－２

１次買受業者
加工業者
流通業者
輸入業者

届出 届出

漁獲番号等の伝達義務
※ 伝票等に記載することでも可

農林水産省（都道府県へ一部の権限を委任）

取引記録の
作成・保存義務

取引記録の
作成・保存義務

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/99-S-387.jpg
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/06-S-005-O.jpg
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加工・流通・輸入業者や輸出事業者／小売業者・飲食店の対応参考１－３

小売事業者
飲食店

届出

加工業者
流通業者
輸入業者

漁獲番号等の伝達義務
※ 伝票等に記載することでも可

農林水産省（都道府県へ一部の権限を委任）

取引記録の
作成・保存義務 購入記録の

作成・保存義務

不要

輸出事業者届出

届出

購入記録の
作成・保存義務

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/06-S-005-O.jpg
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/05-S-004-K.png
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib6/V-016.png
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輸出事業者～税関の対応参考１－４

申請

適法漁獲等
証明書発行

税関

適法漁獲等
証明書の添付

海外へ

農林水産省

取引記録の
作成・保存義務

届出

輸出事業者

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/01-I-002-K.jpg
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib6/V-016.png
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小売事業者・飲食店や消費者の対応参考１ー５

消費者小売事業者
飲食店

農林水産省（都道府県へ一部の権限を委任）

購入記録の
作成・保存は必要

販売記録の
作成・保存は不要

漁獲番号等の伝達➡不要

不要

届出

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/05-S-004-K.png
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/99-S-156.jpg
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特定第二種水産動植物等を輸入する事業者の対応参考２

輸入事業者海外事業者

外国政府
機関発行
の証明書

添付

税関

外国政府
機関発行
の証明書
添付

国内流通

農林水産省（都道府県へ一部の権限を委任）

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/2/1-1.%20%e7%b4%a0%e6%9d%90%e9%9b%86%ef%bc%88%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e9%a4%a8%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%ef%bc%89.aspx
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib4/99-S-691.jpg
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0353/help/DocLib6/V-016.png
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流通におけるロット統合・分割と漁獲番号の管理について（案）

Ａ漁協ナマコ部会

ナマコ 5kg

010001-00925-01

産地仲買人

ナマコ 5kg

010001-00925-01

卸業者Ｘ

ナマコ 5kg

010001-00925-01

仲卸業者１

ナマコ 2kg

ナマコ 3kg

仲卸業者２

ナマコ 3kg

仲卸業者３

ナマコ 2kg

鮮魚店Ａ

ナマコ 1kg

日本料理店

Ａサイズ ナマコ 2kg

010001-00925-01
020010-00930-01
020023-00930-03

T-01

鮮魚店Ｂ

ナマコ 1kg

寿司屋

Ｂサイズ ナマコ 2kg

T-02

割烹

Ｃサイズ ナマコ 2kg

T-03

Ｃ漁業者

ナマコ 2kg

020010-00930-01

Ｄ漁業者

ナマコ 3kg

020023-00930-03

産地仲買人

ナマコ 5kg

020010-00930-01
020023-00930-03

卸業者Ｙ

ナマコ 5kg

020010-00930-01
020023-00930-03

統合

産地卸売市場

産地Ａ

産地B

消費地卸売市場

010001-00925-01

010001-00925-01

010001-00925-01

010001-00925-01

020010-00930-01
020023-00930-03

020010-00930-01
020023-00930-03

010001-00925-01
020010-00930-01
020023-00930-03

010001-00925-01
020010-00930-01
020023-00930-03

020010 – 00930 - 01漁獲番号

荷口番号

荷口番号

荷口番号

届出番号
（漁業者漁協ごとに
割り振られる番号）

年月日
2020年9月30日

取引番号

ナマコをサイズご
とに再編成

参考３
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産地市場・漁協に対する支援策について

〇 水産流通適正化制度の円滑な実施に向け、産地市場・漁協等が、端末を利用して漁獲番号等の取引情報を
電子化し、漁業者や仲買人に伝達するシステムの構築を支援。

水揚げ 競り

漁獲番号等の取引情報をスマホ
などで管理・伝達

○ 競りの結果を紙に書き、システムに
再度入力する作業を省略可能とすると
ともに、取引業者への正確かつ迅速な
情報伝達を実現

支援項目

① 産地市場等において、漁獲番号等の取引情報を管理・伝達するた
めの端末等の導入費用（１／２補助）

② 産地市場等において、端末等で入力した取引情報が共販システム
へ送信できるようにするためのシステム改修費用（１／２補助）

③ 産地市場等が導入した端末等の使用方法等について、システム会
社から説明を受ける際に必要な説明担当者の人件費及び旅費（定額
補助）

漁獲番号等の取引情報の
作成・記録、伝達を容易
にします

＜ポイント＞
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周知・普及啓発等に関する支援策について

協議会を構成

漁業協同組合

小売業者

漁業者

加工・流通業者

都道府県

有識者

協力・支援

産地市場で想定される検討事項
○集荷から競り、出荷までの手続きの確認とルールの整備
○漁獲番号の付与・伝達等の履行方法の確認
○システムの導入 等

産地市場

協議会の業務
○ 水産流通適正化制度の対象となる事業者等
に対する説明会等を通じた周知・普及啓発

○ 産地市場の取組に対する各種支援・助言
等

○ 水産流通適正化法の対象魚種となる特定の水産動植物の流通にあたっては、漁獲番号の伝達、記録の保存等が必要
となるが、制度の円滑な施行に向け、各地域において制度の理解を深め、実行的かつ適正な取組をできるようにする
ことが必要。

○ 当該制度は漁業者のみならず、加工業者・流通業者・販売業者等、多くの事業者の協力が必要であることから、関
係者の間で認識を共有し、協力して取り組む体制を構築する必要。

○ そのため、都道府県単位で、都道府県、漁業協同組合、漁業者、加工・流通業者等を構成員とした協議会を組織し
ていただき、国はその運営に対して支援を行うこととする。
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本制度の導入による効果

本制度の導入により、

○ 違法に採捕された水産物（違法漁獲物）を国内流通から排除
することができ、密漁等の非漁業者による法令違反件数が減少
し、持続的な水産資源の利用が可能となる。

○ また、違法漁獲物の国内市場への流入を防ぎ、信頼できる水
産物のみが取り扱われ、流通することとなるため、流通業者、
加工業者等の取り扱う水産物の信頼性の向上、取引の円滑化に
寄与することとなる。

○ 海外からの違法漁獲物の流入を防止することにより、違法漁
獲物の国内市場流通への悪影響が排除され、適正な国内市場環
境を実現できる。



特定第一種水産動植物にかかる論点

令和３年５月
水産庁

資料４



これまでの経緯① 漁獲証明制度に関する検討会での主な意見

１ 国内における水産動植物の漁獲証明制度

（３）国内で違法漁獲等のおそれが大きい水産動植物（指定水産動植物）に関する漁獲証明の実施等を行う仕組み

② 指定水産動植物の対象魚種と対象製品

本制度の対象となる水産動植物は、違法又は過剰な採捕が行われるおそれが大きいものその他の水産資源の保存

及び管理を図る必要性が特に高いと認められるものについて、関係団体・学識経験者・ＮＧＯ等幅広い立場の有識者

の検討を経て農林水産大臣がその魚種を指定する仕組みとすることが適当であると考えられる。なお、漁獲証明を

行った情報を事業者間で伝達していく仕組みは各事業者に負担を課すこととなることから、指定水産動植物として指

定する魚種については、まずは、違法漁獲のおそれが大きい魚種から対象とすることが適当と考えられる。

また、違法漁獲物の中には、鮮魚では保存や運搬に適さず、乾燥、塩蔵等の加工が行われ、流通する実態もある

ことから、適正流通の確保に漏れが生じないよう、指定水産動植物の加工品についても指定水産動植物と同様に扱う

べきである。

他方、加工品については、多種多様な水産物やその他の原料を使用し、複雑な原材料構成となるものもあること

から、事業者の負担を考慮し、例えば、当該指定水産動植物を主たる原材料とする加工品に限定するなどの対応も検

討すべきである。

漁獲証明制度のあり方について とりまとめ（令和２年６月）

○ 漁獲証明制度検討会におけるとりまとめにおいては、特定第一種水産動植物については、リスクベースの観点及

び実行可能性の観点を加味した上で、違法漁獲のおそれが大きい魚種から対象とすることが適当とされたところ。

1



＜特定第一種水産動植物等について＞

○ 義務付けの対象とする魚種については、まずはナマコやアワビといった密漁が問題となっているものを義務付け

の対象とすべき。

〇 漁獲証明を行う魚種は、義務と任意で分けないと進まないと思っており、人員不足の課題もあることから、義務

付けの対象とする魚種については、密漁が問題となっている魚種に絞って、実効的なトレーサビリティーを作り上

げてから、順次対象を広げていくべき。

〇 密漁については、現場での取締りに限界がある中で、流通の段階で密漁品を排除する仕組みは歓迎。ナマコやア

ワビといった高価なものは密漁の対象になりやすく、このような問題のある魚種から先に着手して、早く成果を出

してほしい。任意の仕組みはブランド化や地域おこしの取組にも利用できるため基本的に賛同する。

〇 （密漁等の）問題が大きいところから着手することに関しては賛成するが、そこで終わらせないことが重要。一

度に全てを解決することは不可能だが、リスクベースアプローチの考えで、最終的には全魚種を対象とするための

ロードマップを作ることが大切。

（令和元年１０月１６日 第２回漁獲証明制度に関する検討会において出された意見）

主な意見（魚種）

これまでの経緯② 漁獲証明制度に関する検討会での主な意見（参考）

2



＜特定第一種水産動植物等について＞

○ 漁獲証明制度の導入によって欧米に対する輸出証明書が発行しやすくなるようになることを踏まえると、違法に

採捕かつ高価で取引される魚種に限定してしまうことがないようにすべき。

○ 「順次」という文言が気になる。日本で取引される魚種の半分を対象にするなど、具体的な目標設定を明確にし

てほしい。目標は必ずしも数値である必要はないが、明確なビジョンをもって、発展性を担保する記載にしてほし

い。

○ 生産サイドとして、順次という文言で問題はない。魚種数にこだわる必要はないし、実際に制度を運用していく

上で順次決めていけばよいのではないか。

○ 義務付けする魚種としては、今問題となっている高価で取引される水産動植物から対象とすべきであり、任意の

仕組みの対象については必要性があれば徐々に増えていくのではないか。北海道ではなまこの漁獲証明を自主的に

やっているので、こういった取組を法的に担保することが重要。

○ できることから始めていくのが現場のニーズであり、制度としてワークするのが大事。

（令和元年１２月２６日 第４回漁獲証明制度に関する検討会において出された意見）

主な意見（魚種）

これまでの経緯③ 漁獲証明制度に関する検討会での主な意見（参考）

3



○ 特定第一種水産動植物の指定に当たりましては、漁業関連法令違反の件数が高いこと、生産額が大きく、容易
に流通過程に混入しやすいこと、また、漁獲量が減少していること等の基準で、違法かつ過剰な採捕が行われるリ
スクを勘案しまして対象魚種を指定することを想定しております。このため、具体的な指定魚種につきましては、
リスクベースの観点及び実行可能性の観点を加味し、違法漁獲のおそれの大きいナマコ、アワビを想定していると
ころであります。 （令和２年11月19日（衆）農林水産委員会 野上大臣答弁）

○ 今回のこの水産流通適正化法案の中では、国内で漁獲される水産物については特定第一種水産動植物という形
で指定をするということになっておりまして、この指定の考え方としましては、漁業関係法令違反の件数が多いと
いうこと、また生産額が大きく容易に流通過程に混入しやすいということ、また漁獲量が減少していることといっ
た基準で、違法かつ過剰な採捕が行われるリスクを勘案して対象魚種を指定することを考えているところでござい
ます。

一方で、我が国の水産流通の現状は、鮮度を重視した迅速な流通を可能とするために産地と消費地に市場が存
在しておりまして、多数の関係者が複層的に関与する複雑な流通構造になっているということ、また、市場ごとに
独自の伝票で取引が行われているため、情報の伝達や取引記録の作成、保存の義務を新たに課した場合には関係者
間の事務手続に一定の負担が生ずるということが起こるわけでございます。
こういったことを踏まえて、リスクベースの観点及び実行可能性の観点を加味し、ナマコ、アワビを指定するこ
とを今想定しているところでございます。 （令和２年12月３日（参）農林水産委員会 山口長官答弁）

○ 本法案におきましては、国内流通及び輸出入の適正化のための措置を講ずることによってこの流通防止を図る
ということにしているわけでありますが、このうち特定第一種水産動植物におきましてはナマコ、アワビを想定し
ており、（以下略） （令和２年12月３日（参）農林水産委員会 野上大臣答弁抜粋）

これまでの経緯④ 国会における政府答弁

○ 第203回臨時国会において、特定第一種水産動植物の指定に当たっては、リスクベースの観点及び実行可能性の
観点を加味した上で、対象魚種を指定することとする旨答弁を行った。また、想定する魚種としてアワビ、ナマコ
を例示した。

4



我が国において、違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資源が減少し、適正に操業を行

う漁業者等の経営に影響を及ぼすおそれがある。これらに対応するため、輸出品を含めて違法漁獲物の流通を防止

し、国内流通を適正化することは喫緊の課題である。また、国際社会においてＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁

業撲滅の実行が求められており、水産物輸入大国である我が国としても、海外の違法漁獲物の流入を阻止する措置

を講ずることが急務である。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

記

二 特定第一種水産動植物等、特定第二種水産動植物等を定めるに当たっては、我が国水産業の実情を踏まえ、漁業

者、流通・加工業者の経営及び地域経済に及ぼす影響について十分に配意し、慎重に行うこと。

これまでの経緯⑤ 国会における附帯決議（抜粋）

○ 国会における附帯決議では、特定第一種水産動植物を定めるに当たって、漁業者、流通・加工業者の経営及び地

域経済に及ぼす影響について十分に配慮し、慎重に行うこととされている。

5



＜法律第百三十二条＞

〇 何人も、特定水産動植物（財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目

的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水

産省令で定めるものをいう。次項第四号及び第百八十九条において同じ。）を採捕してはならない。

＜法律第百八十九条＞

○ 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に処する。

一 第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕した者

二 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又

は処分の媒介若しくはあつせんをした者

特定水産動植物の定義

これまでの経緯⑥ 漁業法における特定水産動植物の考え方

○ 漁業法では、漁業秩序の維持及び水産資源の保護が目的とされており、

１ 組織的かつ広域的に無秩序な採捕が繰り返されるなど、その行為の態様が極めて悪質化している

２ 密漁品が非正規・非合法ルートで取引され、買受先があることが無秩序な採捕を助長させている

といった実態が認められる水産動植物であって、

① 財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きいもの

② ①の目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいもの

といった要件を満たすものを特定水産動植物として指定。

具体的には、アワビ、ナマコ、シラスウナギが指定されているところ。 6



対象魚種の検討① 特定第一種水産動植物にかかる法文規定

＜法律第一条＞
○ この法律は、国内において違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること及

び海外において違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法
に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物等について、取扱事業者間における情報の伝
達並びに取引の記録の作成及び保存並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の
義務付け等の措置を講ずることにより、当該水産動植物等の国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図り、もっ
て違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与するとともに、漁業及びその関連産業の健全な発展に資
することを目的とする。

＜法律第二条＞
○ この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、国内において違法かつ過剰な採捕（外国

漁船（日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第
四項において同じ。）によるものを除く。）が行われるおそれが大きいと認められるものであって、その資源の
保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。

特定第一種水産動植物の定義

7



対象魚種の検討② 特定第一種水産動植物の指定基準（案）

○ 水産流通適正化法は、「国内において違法に採捕された漁獲物の流通及びこれによる国内水産資源の減少の

おそれ」に鑑み、「国内流通の適正化」を図ることを目的の一としていることから、国内流通規制の対象とな

る水産動植物については、

① 違法漁獲が実態上、深刻な問題となっている魚種を対象とすべきであることから､現に漁業関係法令違反の件

数が多いものや、単価が高い等違法漁獲により不正の利益を得やすいものであること

② 生産額が一定規模以上であり、容易に流通過程に混入することで適正な流通を脅かすものであること

③ 資源状況が悪い魚種を対象とすべきであることから、漁獲量が減少しているものであること

④ 事業者等の負担も考慮し、実行可能性の観点から対応可能であること

等の条件に合致する魚種を指定することとしてはどうか。

8

以下の①～④を指定基準とし、基準に合致する魚種の中から、対象となる魚種を指定することとしてはどうか。



対象魚種の検討③ 特定第一種水産動植物の指定の考え方（案）

9

○ 違法漁獲が実態上、深刻な問題となっている魚種を対象とすべきであることから､現に漁業関係法令違反の件数が多

いものや、単価が高い等違法漁獲により不正の利益を得やすいものであること

➝ ① 検挙件数：H21～30年の対象魚種の平均検挙件数が、H21～30年の各年における主要魚種の検挙件数の中央値を平

均した数値（23件）以上の魚種。

➝ ② 1kg当たり単価：H22～R元年の1kg当たり単価が、H22～R元年の主要高級魚（漁業産出額統計の対象となる魚種の

うち単価が上位1/3に入る魚種）の平均価格を平均した値（1,928円）以上の魚種。

○ 生産額が一定規模以上であり、容易に流通過程に混入することで適正な流通を脅かすものであること

➝ ③ 漁業産出額：H22～R元年の対象魚種の平均漁業産出額が、H22～R元年の各年における漁業産出額統計の対象とな

る魚種の中央値を平均した数値（65億円）以上の魚種。

○ 資源状況が悪い魚種を対象とすべきであることから、漁獲量が減少しているものであること

➝ ④ 漁獲量減少率：H29～R元年の対象魚種の平均漁獲量が、H19～21年の平均漁獲量と比較して33％（1/3）以上減少

している魚種。

※中央値：順位が真ん中の数値（例えば「69魚種の中央値」とは35番目の魚種の数値）。そのデータに極端に大きい値がある場合でも、平均
値は影響を受けるが中央値は影響を受けない。

現時点で入手できる最新の統計データを基に、当面は以下の具体的な指定の考え方により対象魚種を指定するこ

ととしてはどうか。



項目 サザエ アワビ アサリ
イセ
エビ

ウニ
ハマ
グリ

シラス
ウナギ

トコ
ブシ

ナマコ タコ
サケ

(参考)

①検挙件数
（括弧内は延べ件数）

330
(395)

139
(294)

138
(150)

100
(106)

78
(133)

78
(86)

55
(55)

33
(89)

31
(60)

27
(58)

21
(52)

②１㎏当たり単
価（円）

697 7,328 398 4,732 1,371 ー 1,707,000
※5 ー 2,490 612 561

③漁業産出額
（億円）

42 86 63 55 129 ー 167
※5

ー 165
※6

232 614

④漁獲量減少率
（%）

29 52 79 16 31 ー 52
※5

ー 36
※6

27 64

判断基準： は以下の基準を満たすもの。

①検挙件数：H21～30年の対象魚種の平均検挙件数が、H21～30年の各年における主要魚種の検挙件数の中央値を平均した数値（23件）以上の魚種。※1

②１kg当たり単価：H22～R元年の1kg当たり単価が、 H22～R元年の主要高級魚（漁業産出額統計の対象となる魚種のうち単価が上位1/3に入る魚種）の平
均価格を平均した値（1,928円）以上の魚種。※2

③漁業産出額：H22～R元年の対象魚種の平均漁業産出額が、 H22～R元年の各年における漁業産出額統計の対象となる魚種の中央値を平均した数値（65億
円）以上の魚種。※3

④漁獲量減少率：H29～R元年の対象魚種の平均漁獲量が、H19～21年の平均漁獲量と比較して33％（1/3）以上減少している魚種。※4

出典：
※1「沿岸海域等における水産動植物の採捕に係る漁業関係法令違反等の状況調査」（水産

庁管理調整課）より抽出。
※2「市場統計情報（月報・年報）」（東京都中央卸売市場）より抽出。
※3「e-stat漁業産出額（H22～R元年）」より抽出。

※4「e-stat魚種別漁獲量（H22～R元年）」より抽出。
※5 R3年4月「うなぎをめぐる状況と対策について」（水産庁栽培養殖課）より抽出。

産出額については、国内採捕量、取引価格を元に算出。
※6 平成19年以降他の項目と統合されたため、直近のデータから推計。

○ 前ページの考え方を「沿岸海域における水産動植物の採捕に係る漁業関係法令違反等の状況調査」の調査対象魚種

のうち漁業関係法令違反件数の上位10魚種に当てはめると以下のとおり。
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対象加工品の検討① 特定第一種水産動植物等（法文規定・指定基準（案））

＜法律第二条＞
○ この法律において「特定第一種水産動植物等」とは、特定第一種水産動植物及び特定第一種水産動植物を原材料

とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令
で定めるものをいう。

特定第一種水産動植物等の定義

○ 悪意のある事業者にとって得られる利益が大きく、密漁物を混入させるインセンティブがあるものを対象とすべ
きことから、国内流通規制の対象となる水産動植物等については、

① 特定第一種水産動植物が主な原料であるものであること

② 一般的に価値が低く、市場での流通量が限定的である水産系残滓（殻、煮汁等）や副産物を使用して製造したも
のでないこと

等の条件に合致するものを指定することとしてはどうか。

11

指定基準



対象加工品の検討② 特定第一種水産動植物等の指定の考え方（案）

○ 特定第一種水産動植物が主な原料であるものであること
➝ 原材料として特定第一種水産動植物が50％以上含有している加工品

○ 一般的に価値が低く、市場での流通量が限定的である水産系残滓（殻、煮汁等）や副産物を使用して製造したもので
ないこと

対象となる加工品イメージ(案)

12

○対象 ×対象外

煮アワビ 干ナマコ アワビ
ご飯の素

ナマコ
化粧品

なお、省令で指定する際には、本制度の対象となる加工品を個別に指定することとしてはどうか。

指定の考え方



○ 対象魚種として、EUは全天然魚種（淡水魚、観賞用の魚等を除く）、米国はリスク分析の上で13種に限定、
韓国はEUからの警告へ対応するため、大西洋産ニベ科とサンマの２種に限定して指定。

Ｅ Ｕ 米 国 韓 国

制
度
目
的

 ＩＵＵ漁業による漁
獲懸念のある水産
物の市場流入防止

 ＩＵＵ漁業による漁獲懸念のある水産物の市場流入防止
 偽装水産物の市場流入防止

 IＵＵ漁業による漁獲懸念のある水産物の
市場流入防止

【早期にＥＵからの警告に対応】

考
え
方
・経
緯

 ＩＵＵ漁業による
漁獲懸念は、加工
の有無を問わず、
海面で商業用に
漁獲される天然魚
に存在。

 ＩＵＵ漁業と水産物偽装は、水産資源を悪化させ、合法的な市場をゆがめ、消費
者の信頼に悪影響を及ぼし、世界市場において漁業規制を順守する水産物生
産者と不当に競合するため、持続可能な水産業で世界をリードし、水産物消費
大国でもある米国は、これと闘う。

 検討の起点となった2014年６月の大統領覚書で、最も必要度の高い分野に重点
を置く仕組みづくりを指示。

リスクの高い魚種を絞り込むため、リスクベースアプローチを採用

 2013年にＥＵは、韓国漁業が西アフリカ
海域でニベ科の魚（韓国で人気）を対象
とした違法漁業を繰り返しているとして、
韓国政府の漁業管理が改善されなければ、
貿易を制限する旨を警告。

対
象

 加工製品を含む
天然魚に由来する
水産品全て

 ＩＵＵ漁業や水産物偽装リスクが特に高いと特定された
13種19魚種を制度の第一段階として対象化。

 単一魚種による低次加工品は対象。

 大西洋産ニベ科

 サンマ

備
考
 ー

 エビ・アワビについては、国内養殖生産でも同種の報告・記録保管がなされるよ
うになるまで施行を延期（ほぼ1年遅れで施行）。

 －

【リスク分析の基準】
①漁業管理が効果的に機能しているか
②漁獲証明制度が適切に運用されているか
③加工・流通過程の管理の透明性が確保されているか
④魚種名の虚偽表示が過去にあったかどうか
⑤その他虚偽表示（原産地等）が過去にあったかどうか
⑥法令違反が過去にあったかどうか
⑦消費者の健康被害を引き起こしたことが過去にあったかどうか

【規制対象種の決定方針】
以下の２点に合致するものを対象化。

・海外水域で自国又は第三国漁船に
よって漁獲されている魚種
・韓国国内で広く消費されている魚種

アフリカ水域において韓国漁船又は第三
国漁船が違法に漁獲したニベ科の魚が
国内に流入している懸念あり

台湾漁船が違法に漁獲したサンマが国内
に流入している可能性があるため

（13種19魚種を選定）

養殖魚由来の
ものは除く

【リスク分析する魚種を選定した基準】 （全ての輸入魚種のリスク分析は実行上困難）
①国内の水揚げ又は輸入額が１億ドルを超えるもの
②水産物の重量当たりの単価が高いものとして専門家グループによって指定されたもの
③専門家グループの専門的な知見に基づいて提案されたもの

【対象魚種】（19魚種） ＜偽装水産物の市場流入防止等の観点から養殖魚も対象化＞
①アワビ類、②大西洋タラ、③太平洋タラ、④ブルークラブ、⑤タラバガニ、⑥シイラ、⑦ハタ類、⑧レッド
スナッパー、⑨サメ類、⑩メカジキ、⑪ビンナガマグロ、⑫メバチマグロ、⑬カツオ、⑭キハダマグロ、⑮ミ
ナミマグロ、⑯大西洋クロマグロ、⑰太平洋クロマグロ、⑱ナマコ類、⑲エビ類

（45種52魚種を選定）

（参考）欧米韓の漁獲証明制度について（対象魚種等の考え方の比較）

漁獲証明制度に関する検討会第３回資料（令和元年１０月３０日）
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はじめに 

 

 我が国漁業の潜在的な生産力は大きいものの、水産資源の減少等により生産量や漁

業者数は長期的に減少傾向にある。こうした状況に対応すべく、適切な資源管理を行

いつつ、水産業の成長産業化を果たすため、農林水産業・地域の活力創造プラン（平

成 30年６月１日、農林水産業・地域の活力創造本部決定）の別紙において、「水産政

策の改革について」がとりまとめられた。平成 30年 12月には、これに基づき資源管

理措置等の漁業生産に関する基本的制度を一体的に見直すことを内容とする漁業法改

正が行われたところである。 

 

昨今、国内の高価な水産物を中心とした特定の水産物については、反社会的勢力等

による違法漁獲が増加しており、水産資源の減少や漁業者の所得が減少するなどの問

題が深刻化している。今般の漁業法改正によって、これら違法漁獲に対する罰則が大

幅に強化されるなど、漁業生産の現場における対策が進められたところである。 

 

 しかし、漁業生産現場における取締りの実態は、違法漁獲が悪質化・巧妙化する中

において、その犯行を押えることが困難であると同時に、違法漁獲物は一旦流通して

しまうとその判別が難しいという課題を抱えている。このため、水産物の流通段階に

おいても違法漁獲物の混入を防止する対策を講じることで、生産現場における改革効

果を高め、漁業者の所得向上を図ることが重要である。 

 

また、水産物の産地偽装等の問題が指摘される中で、伝達する漁獲情報の信頼性・

正確性を担保し、消費者ニーズに応える水産物供給の推進と競争力のある流通構造の

確立が求められている。 

 

さらに、水産資源の持続的な利用という観点から、国際的にＩＵＵ（違法、無報

告、無規制）漁業の撲滅についての関心が高まっており、水産物の輸入大国である我

が国が国際的な責任を果たすためにも、欧米等で導入されている輸入水産物に関する

漁獲証明制度を導入する必要が生じている。 

 

以上のような状況を踏まえ、本検討会においては、生産者、加工・流通業者、自然

保護団体、学識経験者や行政関係者等の各方面からの参画を得て、国内における水産

物流通の実態、ＩＵＵ漁業をめぐる世界的な動きや欧米等が水産物輸入の際に求める

漁獲証明制度の概要等を踏まえながら丁寧に検討・議論を行ってきた。 

本とりまとめは、これまでの検討結果を整理したものである。 

 

令和２年６月１９日 

検討会座長 濱田 武士 
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１ 国内における水産動植物の漁獲証明制度 

 

（１）漁獲証明制度の創設 

   近年、水産資源の持続的な利用を求める声が国内外で高まっている状況の中、生

産現場において違法漁獲の取り締まりの実効を上げるためには、違法漁獲物の流通

を防止し、適正な流通を確保する必要性が高まっている。 

漁業に関する法令に基づき適正な採捕が行われた漁獲物であることを証明する

制度（以下「漁獲証明制度」という。）の創設は、こうしたニーズに的確に対応す

るとともに、違法漁獲物の流通を排除し、水産物の適正な流通を確保することが期

待される。 

具体的には、以下のような仕組みとすることが適当である。 

① 漁獲証明の実施 

国から登録を受けた法人（以下「登録証明機関」という。）が漁業関係法令に

基づいて適正な採捕が行われた漁獲物であることを証明する仕組みを設け、登録

証明機関が魚種、採捕者、漁獲水域名又は水揚げ港、漁獲量、漁獲日等を確認し、

漁獲証明を実施した場合、その内容を帳簿に記録する。 

 

② 伝達方法及び表示事項 

漁獲証明の表示については、採捕者から販売事業者に至るまで、名称（魚種）

及び産地の表示等を行うこととされている食品表示法の仕組みを活用し、①魚種、

②産地（漁獲水域名又は水揚げ港）、③登録証明機関により証明を受けた旨を表

示する。 

 

（２）漁獲証明の実施主体 

漁獲証明を実施する登録証明機関は、漁獲証明制度の信頼性を確保するため、そ

の漁獲物が適法に採捕されていることを確実かつ継続的に確認できる能力と公正

な判断が行える体制等を有する必要がある。 

このため、国による登録証明機関の登録に当たっては、①知識及び技能、②経理

的基礎、③体制、④社会的信用といった点に基づきその適格性を判断することが適

当である。また、暴力団員や過去に漁業法等の規定による罰金以上の刑に処せられ

たものなど不正な採捕を行う者が登録証明機関とならないようにすべきである。 

こうした基準を満たす登録証明機関としては、例えば産地市場の関係者として

現場を熟知している漁業協同組合（以下「漁協」という。）や、公正な判断が行え

る体制を有する場合には産地市場の開設者や漁港管理者又は一次買受業者（漁業

者から最初に購入した者）等が、登録証明機関になりうるものと考えられる。なお、

漁業現場の立地や流通実態によっては、なり手が見つからない場合が想定され、こ

うした場合には国が責任をもって対応する。また、登録証明機関の登録に際して
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は、国の指導の下、地域の行政機関を含む関係者で十分な協議を行い、当該地域の

漁獲証明業務の実施方法等について共通認識を持ち、定期的に適正な流通が行わ

れているかどうかを確認し合うようにしておくことが重要である。 

さらに、登録に際しての透明性を確保するため、具体的な審査手続きや審査基

準、必要書類を予めマニュアル等に明確に定めることも重要である。 

登録証明機関は、その業務を適確に実行する能力を常に有している必要がある

ため、一定の期間ごとに登録の更新を受けるほか、業務の実施方法等を定めた業務

規程を作成し、業務の実施前に国の認可を受けるものとする。 

 

（３）国内で違法漁獲等のおそれが大きい水産動植物（指定水産動植物）に関する漁

獲証明の実施等を行う仕組み 

① 指定水産動植物に対する漁獲証明の実施 

違法に採捕された漁獲物が漁業現場から流通すると、適法に採捕されたもの

との判別が困難となってしまうという問題がある。 

流通段階において違法漁獲物を判別し適正な流通を確保するため、指定水産

動植物の採捕者は、流通の入り口の段階で適法に採捕されたものであるとする

漁獲証明を受けなければならない仕組みを設ける必要がある。漁獲証明を受け

た際には、採捕者から申請された漁獲ごとに番号（以下「漁獲証明番号」という。）

を発行することとする。 

ただし、採捕者の負担に鑑み、採捕者が消費者に無償譲渡する場合や親せきや

知人など特定かつ少数の消費者に販売する場合、自ら経営する民宿等で使用す

る場合などについては、証明不要とするべきである。 

 

  ② 指定水産動植物の対象魚種と対象製品 

本制度の対象となる水産動植物は、違法又は過剰な採捕が行われるおそれが

大きいものその他の水産資源の保存及び管理を図る必要性が特に高いと認めら

れるものについて、関係団体・学識経験者・ＮＧＯ等幅広い立場の有識者の検討

を経て農林水産大臣がその魚種を指定する仕組みとすることが適当であると考

えられる。なお、漁獲証明を行った情報を事業者間で伝達していく仕組みは各事

業者に負担を課すこととなることから、指定水産動植物として指定する魚種に

ついては、まずは、違法漁獲のおそれが大きい魚種から対象とすることが適当と

考えられる。 

また、違法漁獲物の中には、鮮魚では保存や運搬に適さず、乾燥、塩蔵等の加

工が行われ、流通する実態もあることから、適正流通の確保に漏れが生じないよ

う、指定水産動植物の加工品についても指定水産動植物と同様に扱うべきであ

る。 

他方、加工品については、多種多様な水産物やその他の原料を使用し、複雑な

原材料構成となるものもあることから、事業者の負担を考慮し、例えば、当該指
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定水産動植物を主たる原材料とする加工品に限定するなどの対応も検討すべき

である。 

 

③ 指定水産動植物の規制内容 

ア 表示義務 

適正な流通の確保と表示の適正化を図る観点から、すべての取扱事業者（指

定水産動植物の採捕者や登録証明機関のほか、指定水産動植物の販売、輸出、

輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。以下同じ。）に、指定水産動

植物やその加工品を販売する場合の表示を義務付けるべきである（他事業者に

委託して販売する場合も、同様とする）。ただし、採捕者や事業者が消費者に無

償譲渡する場合、親せきや知人など特定かつ少数の消費者に販売する場合、料

理として提供・自家消費する場合は、関係者の間で信頼関係が構築され、情報

が伝達されることが容易であるため、表示を不要とすべきである。 

 

イ 取引記録の作成・保存義務 

不正流通や偽装表示等の問題が発生した場合に、問題の発生源や流通ルート

を迅速かつ的確に特定するため、全取扱事業者に、指定水産動植物やその加工

品について譲受け又は譲渡しを行ったときの取引記録の作成・保存を義務付け

るべきである（他事業者に委託して販売する場合や委託加工等のために他の事

業所等へ搬出入を行う場合にも、同様とする）。 

ただし、事業者間の流通ルートがトレースできれば、違法漁獲物の混入の解

明を行う上で十分と考えられることから、採捕者や事業者が消費者に無償譲

渡・販売する場合、料理として提供・自家消費する場合は、不要とすべきであ

る。 

また、具体的な取引記録事項としては、名称、産地、数量、年月日、相手方

の氏名又は名称、漁獲証明番号とする。なお、事業者の負担に配慮し、既存の

業務の延長として取り組めるよう、確定申告等のため全事業者が保存すること

になっている取引伝票等に取引記録を記載することで義務の履行をすること

も可能とすべきである。 

複数の業者から仕入れた原料の加工や、１つのロットを小分け販売する場合

など、ロットが統合・小分けされる場合に違法漁獲物が混入されるおそれがあ

るとの指摘に対応するため、ロットの統合は一定期日以内に購入されたものま

でとし、ロットの統合後の商品の販売記録に記載する漁獲証明番号については、

統合前の全ロットの漁獲証明番号を記録することとすべきである。また、大規

模なロットの統合が行われる際には、流通業者・小売業者の負担に鑑み、漁獲

証明番号に代え、以降のトレースを可能とすることを前提として、別のロット

番号で記録することも可能とすべきである。 
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ウ 届出義務 

漁獲証明制度の信頼性を確保するため、行政機関は、指定水産動植物の取扱

事業者が表示や取引記録の保存等を適切に行っているかを定期的に調査する

必要がある。このため、漁業者や登録証明機関以外の指定水産動植物の取扱事

業者については、あらかじめ農林水産大臣に名称、事務所の所在地等を届け出

なければならないこととする。なお、小売・飲食事業者などの最終販売者につ

いては、その手前の事業者の取引記録を確認し、必要に応じて調査を行うこと

ができるため、届出義務は課さないこととする。 

 

④ 事業者の負担軽減のための対応 

事業者にかかる追加的な事務作業を最小限にする観点から、漁獲証明の実施、

取扱事業者間の取引記録の作成・保存や漁獲証明番号の伝達を、電子的な方法に

より容易に行える環境整備を早急に進めること等が重要であり、必要な支援を

行うべきである。 

 

（４）漁業者等の申請による漁獲証明の実施 

   指定水産動植物以外の水産動植物についても、漁業者や取扱事業者から適法に

漁獲されたものであることを確認できる仕組みを求める声がある。 

このため、漁業者等の申請に基づき、登録証明機関が漁獲証明を行うことを通じ

て、適法に採捕された水産動植物の流通及び消費を促す仕組みを設けることが望

ましい。 

その上で、これら水産動植物やその加工品を、採捕者、登録証明機関、水産動植

物取扱事業者が販売する場合には、登録証明機関により漁獲証明を受けた旨を表示

することができることとする。 

なお、こうした表示を行う事業者に対しては、偽装表示等の問題が起こった際に

事後的に追跡調査し、問題の発生源が特定できるよう、名称、数量、相手方の氏名

又は名称、漁獲証明番号等に関する取引記録の作成・保存を義務付けることが適当

である。 

 

（５）違法な漁獲のおそれのある水産物を輸出する際の輸出漁獲証明書の発行 

   漁獲物の中には、海外での需要が大きく高値で取引されるため、輸出向けに違法

に漁獲されている水産動植物が存在していることから、こうした水産動植物の輸出

を防止するため、農林水産大臣が指定を行い、我が国の行政機関が発行する輸出漁

獲証明書を添付していないものは輸出してはならないとする規制を設けるべきで

ある。 

輸出規制の対象とする指定輸出水産動植物及びその加工品については、上記の

指定水産動植物と同様に、関係団体・学識経験者・ＮＧＯ等の有識者の検討を経て

農林水産大臣が指定する仕組みとすべきである。 
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２ 輸入水産動植物の漁獲証明制度 

 

（１）制度創設の背景 

  ＩＵＵ漁業対策については、平成 13年に国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）が

「国際行動計画」を取りまとめて以降、世界各国で取組が進められている。 

  ・ ＥＵや韓国では、水産物を国内に輸入するにあたっては、輸出業者が漁船

の旗国政府に対して漁獲証明書を申請し、発行された漁獲証明書をＥＵや韓

国の輸入業者等が自国の政府機関に提出する仕組みを導入 

  ・ 米国では、輸出業者から提供された漁獲段階の情報を米国の輸入業者が米

国指定のシステムに登録する仕組みを導入 

我が国においても、違法漁業防止寄港国措置協定（ＰＳＭ協定）の締結や国内

担保法の制定、地域漁業管理機関（ＲＦＭＯ）等で合意された国際約束に基づ

き、外国為替及び外国貿易法の下で実施しているマグロ類等に対する漁獲証明制

度の運用などの取組を進めてきたところであるが、国際約束のない魚種について

ＩＵＵ漁業による漁獲が行われている実態もあり、そうした魚種についても輸入

規制を導入することが重要である。 

ＳＤＧ’s（2015年９月）、Ｇ20大阪会合首脳宣言（2019年６月）、経済協力開

発機構（ＯＥＣＤ）のＩＵＵ対策レポート（2019年）等でも、ＩＵＵ漁業を撲滅

する方向性が強く打ち出されている状況を踏まえ、ＥＵ・米国に次ぐ世界第３位

の水産物輸入国である我が国としても、ＩＵＵ漁業による漁獲懸念のある水産動

植物の流入を防止するための仕組みを導入すべきである。 

 

（２）ＩＵＵ漁業による漁獲懸念のある水産動植物（指定輸入水産動植物）の流入を

防止するための仕組み 

諸外国の仕組みの中でＥＵ・韓国の仕組みは、漁船の旗国の政府機関が漁獲証

明書の発行に関与することで、適法性が担保されるものであり、我が国において

も地域漁業管理機関で合意された国際約束に基づき、大西洋クロマグロ等につい

て既に実施している。 

したがって、我が国もＥＵや韓国と同様に、ＩＵＵ漁業による漁獲懸念のある

水産動植物の輸入時に漁船の旗国政府によって発行された漁獲証明書の添付を確

認することとし、当該漁獲証明書がない水産物については輸入しないこととする

ことが適当である。なお、漁獲証明書に記載される事項については、先行する諸

外国の制度を参考にしつつ、ＩＵＵ漁獲の懸念がある水産動植物の流入を防止す

るという観点から、関係団体・学識経験者・ＮＧＯ等の幅広い有識者によって、 

ＩＵＵ漁獲との関連性についてリスク分析をした上で、リスクが高いと考えられ

る要素を加えることが適切である。 
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（３）指定輸入水産動植物の対象魚種 

指定輸入水産動植物は、ＦＡＯが策定した「漁獲証明制度のための自主的ガイ

ドライン（平成 29年７月）」（以下「自主的ガイドライン」という。）を踏まえ、

「取引上の不要な障壁を作り出さない」ことに留意しつつ、諸外国における選定

方針も参考にしながら、我が国の水産物の輸入実態を踏まえて検討を行っていく

ことが適当である。 

諸外国において、例えばＥＵでは淡水魚や観賞魚などを除く天然魚由来の全て

の魚種を対象としているが、米国においては、ＦＡＯの自主的ガイドラインにも

記載のある「リスクベース」の観点から、リスク分析を行い、ＩＵＵ漁業や産地

偽装等のリスクが高い魚種を個々に選定しているところである。 

我が国においては、ＩＵＵ漁業の防止及びＩＵＵ漁業による漁獲物の流入防止

を目的とするものであり、様々な国から多様な魚種を輸入している現状にも鑑

み、規制の実効性についても考慮することが重要である。 

このため、関係団体・学識経験者・ＮＧＯ等の有識者によってリスク分析をし

た上で、リスクが高いと考えられる魚種及びその加工品から順次対象とすること

が適当である。 

 

（４）国内水産物に対する報告措置（内外無差別への対応） 

ＦＡＯの自主的ガイドラインでは、輸入品が同種の国内産品と比べて競争上不

利な状態に置かれないようにすることを求めた関税及び貿易に関する一般協定

（ＧＡＴＴ）第３条（内外無差別の原則）を含むＷＴＯ協定と整合性をもって漁

獲証明制度が構築される必要があるとしているところである。 

我が国において、指定輸入水産動植物の対象魚種については、国内で漁獲され

た水産物についても、関係者の負担や実効性について十分に留意しつつ、改正漁

業法に基づき義務を課している漁獲実績報告等をもって内外無差別の原則に対応

することが適当である（ＥＵ・米国・韓国でも、輸入規制を課す水産物と同種の

国内水産物に対しては、漁獲証明書の記載事項と同様の情報を含む漁獲報告を求

め、当該漁獲報告をもって内外無差別の原則に対応している）。 

 

３ 監督措置 

漁獲証明制度を実効的なものとするため、登録証明機関、採捕者、取扱事業者に

対して報告徴求や改善命令など一定の監督措置を整備することが必要である。 

 

４ 施行時期 

本制度の実施に際しては、水産物の流通が混乱しないよう、漁業者、漁協、加工業

者、流通・販売業者、輸入業者等の関係者への十分な周知を図るとともに、制度対応

のために必要となる準備期間を十分に確保した上で施行時期を決定することが適当で

ある。 
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まとめ 

 

 漁獲証明制度については、これまで６回にわたって、本制度の目的、すなわち違法

漁獲物の流通防止による適正な流通の確保を達成する上で制度が十分なものとなって

いるかという制度面と、現在の漁業の生産現場や流通の実態を踏まえ制度が機能する

かという実態面の両面から、活発な議論が行われたところである。生産者、生産者団

体、加工・流通業者、自然保護団体、学識経験者や行政関係者等、様々な経験・立場

を有する委員によって多様な意見が出されたが、漁獲証明制度の整備が重要であると

いう共通認識の下、丁寧な議論を経た上で、本とりまとめに至ったものである。 

 

制度の整備に際しては、我が国の複雑かつ多様な水産動植物の流通構造や、多数の

小規模・零細事業者を含む関係者の負担等も踏まえ、必要度の高いものから順次進め

ていくというステップ・バイ・ステップの発想に立って進めることが適当である。ま

た、取組の裾野を広げていく観点からは、漁業者等の申請による漁獲証明の活用を促

していくことも重要である。 

 

他方、近年におけるＩＣＴ等の技術の進展は著しいものがあり、水産物流通におい

ても電子化が進展することによって関係者の負担が大幅に軽減されるなど、将来的に

は、制度の対象を拡大するための土壌が整備されていくことが期待される。 

 

また、卸売市場の流通については、本年６月 21日に卸売市場法の一部を改正する

法律が施行され、各市場の実情に合わせた業務規程に基づきそれぞれの市場業務運営

が行われることになるため、各市場の取引に齟齬が生じないよう配慮することが必要

となる。 

 

以上のような制度の定着状況、関係者の取組の拡がり、ＩＣＴ等の技術の進展や市

場の変化等に合わせ、ＩＣＴ等の技術の導入など、当該漁獲証明制度についても適切

に見直していくことが求められる。 

 

 本制度の創設を機に需要に応じた水産物の流通が実現し、漁業者、流通・販売業者

など関係者の発展につながることを願っている。 

 

 

 



 

（参考１） 

 

 

 

 

検討経過 

 

 

 

第１回（令和元年９月25日）：漁獲証明制度を取り巻く環境について事務局から

説明後、自由討議。 

 

 

第２回（令和元年10月16日）：国内で漁獲された水産物に係る漁獲証明制度の検

討について事務局から説明後、議論。 

 

 

第３回（令和元年10月30日）： IUU漁業による漁獲懸念のある水産物の流入を防

ぐ漁獲証明制度の検討について事務局から説明後

、議論。 

 

 

第４回（令和元年12月26日）：これまでの論点を整理。 

 

 

第５回（令和２年２月６日）：論点整理を踏まえた今後の対応方針について事

務局から説明後、議論。 

 

 

第６回（令和２年３月 19日）：論点整理を踏まえた漁獲証明制度の検討方向

（案）について事務局から説明後、議論。 

 

 

第７回（令和２年６月 19日）：検討会のとりまとめ。 

 

 



 

（参考２） 〔検討会開催要領〕 

 

 

漁獲証明制度に関する検討会 開催要領 

 

令和元年 ９月 ２５日 

1. 趣旨  

 世界の水産物需要が高まる中で、我が国漁業の成長産業化を図るためには、輸出

を視野に入れて、品質面・コスト面等で競争力ある流通構造の確立が必要である。 

このため、「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成 30 年６月改訂）の別紙８「水

産政策の改革について」では、資源管理の徹底とＩＵＵ（違法・無規制・無報告）漁業の

撲滅を図り、また、輸出を促進する等の観点から、トレーサビリティの出発点である漁

獲証明に係る法制度の整備を進めることとされている。 

本制度は、適法に漁業を行う漁業者からその漁獲物を扱う流通・加工業者や小売・

貿易関係業者まで多岐にわたる事業者が関係することから、より実効性のある制度

が構築されるよう、幅広い関係者の意見を聴取し、制度を検討することを目的として、

「漁獲証明制度に関する検討会」（以下「検討会」という。）を開催するものとする。 

 

2. 構成   

（１）検討会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。 

（２）検討会には、座長及び座長代理を置く。 

（３）座長は委員の互選により選任する。座長代理は、検討会の承認を得て、委員のう

ちから座長が指名する。 

（４）座長は、検討会の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座長

に事故があるときはその職務を代理する。 

（５）検討会は、必要と認めるときは、参考人の出席を求め、意見を聴くことができるも

のとする。 

 

3. 運営 

（１）会議は非公開とする。 

（２）会議の議事要旨及び資料は、会議終了後、委員の了解を得た上でホームページ

により公表する。 

 

4. その他 

（１） 検討会の事務局は、水産庁漁政部加工流通課において行う。 

（２） この要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、座長が定める。 



 

 

（別紙） 

 

 

漁獲証明制度に関する検討会 委員名簿 

 

 

 

氏名 所属・役職 

伊藤
い と う

 暁
あきら

 マルハニチロ（株）執行役員漁業養殖ユニット長 

伊藤
い と う

 晴彦
はるひこ

 中央魚類（株） 代表取締役社長 

上野
う え の

 貴司
た か し

 （株）イトーヨーカ堂鮮魚部シニアマーチャンダイザー 

提坂
さげさか

 猛
たけし

 全国水産加工業協同組合連合会常務 

竹内
た け う ち

 賢一
けんいち

 北海道庁水産食品担当課長 

田中
た な か

 要範
と し の り

 全国漁業協同組合連合会漁政部長 

長岡
ながおか

 英
ひ で

典
の り

 大日本水産会常務 

花岡
はなおか

 和佳男
わ か お

 （株）シーフードレガシー代表 

濱田
は ま だ

 武士
た け し

 北海学園大学教授 

本間
ほ ん ま

 靖
や す

敏
と し

 北海道漁業協同組合連合会 常務理事 

松本
ま つ も と

 康
や す

明
あ き

 西日本魚市（株） 常務取締役 

三沢
み さ わ

 行弘
ゆきひろ

 ＷＷＦ自然保護室シーフードマーケットマネージャー 

宮本
みやもと

 英之
え い の

介
す け

 （有）昭和水産代表取締役 

山
や ま

﨑
ざ き

 康弘
やすひろ

 全国水産物卸組合連合会常任理事 
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